
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆行政相談委員とは 
・ 行政相談委員法（昭和 41 年法律第 99 号）に基づき、総務大臣が委嘱した民間有識者で、全国に約 5,000
人（各市区町村に 1 人以上、岡山県内には 106 人）が配置されています。 

・ 無報酬のボランティアとして、国民の皆様から、国の行政活動全般に関する苦情や相談を受け付け、相
談者への助言や関係機関に対する改善の申入れなどを行っています。 

  

令和２年 9 月 30 日 
岡山行政監視行政相談センター 

お問い合せ先：岡山行政監視行政相談センター 
行政監視行政相談課（松田、貝原） 

電話 086-231-4323 ＦＡＸ 086-221-5661 
E-Mail  okaya30@soumu.go.jp 

○ 総務大臣表彰は、総務大臣が、行政相談委員として永年その職にあり、委員
として活躍され、国民の行政に対する苦情の解決に多大な貢献をし、その功績
が特に顕著な方を表彰するものです。 
総務省は、全国で活躍されている行政相談委員 98 名を表彰します。 
 

○ 岡山県内からは、 
岡山市担当の  松本 正子（まつもと まさこ）さん、 
高梁市担当の  佐分利 光夫（さぶり みつお）さん  

の２名が受賞されることになりました（２名の略歴は別紙参照）。 
 

○ 表彰式の日程等は、次のとおり。 
日 程  令和２年 10月 12 日（月）14:00～ 
場 所  岡山行政監視行政相談センター所長室 

        〒700－0984 岡山市北区桑田町 1-36岡山地方合同庁舎 3階 
   次 第  １ 開式・総務大臣からのお祝いメッセージ（収録映像） 
  （予 定） ２ 表彰状伝達 
        ３ 総務副大臣又は政務官からの祝辞（総務省本省から中継） 
        ４ 閉式 
 
※ 例年、総務大臣表彰式は、総務大臣出席のもと、東京都内のホテルにおいて開催。今年度は、
新型コロナウイルス感染防止の観点から、岡山県内の委員に対しては、岡山行政監視行政相談
センター（岡山市北区桑田町）において、中国四国管区行政評価局長から伝達。 

岡山県内の行政相談委員２名に総務大臣表彰 
 



 
「総務大臣表彰」受賞者の略歴 
 

氏  名 略 歴 ・ 活 動 状 況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

松本
ま つ も と

 正子
ま さ こ

さん（75 歳） 
【岡山市担当】 

■委嘱期間：15年６か月（当初委嘱：平成 17年４月１日） 
■主な表彰歴： 
中国四国管区行政評価局長表彰（平成 28年５月） 
全国行政相談委員連合協議会会長表彰（平成 30年 5月） 

■主な活動： 
・ 毎月、相談所を開設しているほか、毎年岡山行政監視行
政相談センターが行政相談週間行事として開設する一日合
同相談所や、岡山駅等で開設する特設行政相談所に相談員
として参加するなど、国民からの苦情等の解決に尽力して
いる。 

・ 地域のイベント（津高ふれあいマスカットまつり）への
出展やコミュニティ FM への出演による PR のほか、平成
26年度には民生・児童委員及び愛育委員を対象にした行政
相談懇談会（※1）、30年度には小学校で出前教室（※2）
を開催するなど、行政相談制度の啓発活動に積極的に取り
組んでいる。 

・ 令和元年度からは、岡山行政相談委員協議会（県内の行
政相談委員が組織する任意団体）の岡山支部の副支部長を
務め、同支部委員のまとめ役を果たすなど、岡山県内の行
政相談委員の中心として活躍している。 

 
           

 
佐分利
さ ぶ り

 光夫
み つ お

さん（79歳） 
【高梁市担当】 

■委嘱期間：15年 6か月（当初委嘱：平成 17年 4月 1日） 
■主な表彰歴： 
中国四国管区行政評価局長表彰（平成 28年５月） 
全国行政相談委員連合協議会会長表彰（平成 30年 5月） 

■主な活動： 
・ 毎月、相談所を開設し、国民からの苦情等の解決に尽力
している。 

・ 毎年地域のイベント（高梁市消費生活展）での PR 活動
や特設相談所の開設を行っているほか、平成 29 年度及び
令和元年度には、高齢者施設の利用者等を対象にした行政
相談懇談会を開催するなど、行政相談制度の啓発活動に積
極的に取り組んでいる。 

・ 平成 25年度及び 26年度の 2 年間、岡山行政相談委員協
議会の新高支部の副支部長を務め、同支部のまとめ役を果
たすなど、岡山県内の行政相談委員の中心として活躍して
いる。 

（※１）地域の会合等に出向き、行政相談制度の説明や参加者からの相談を受け付ける
取組。 

（※２）小中学校等の授業時間をお借りして、暮らしと行政との関わりや行政相談委員
の活動等についてご説明する取組。 

別紙 




